
京都府立大学学長業績評価規程 

 

平成２８年１１月１８日 

学長選考会議決定第４号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，京都府立大学学長選考会議規程第５条第１項第３号の規定による学

長の業績評価に関し必要な事項を定める。 

 

（業績評価の時期） 

第２条 業績評価は、学長就任の初年度を除き、原則として毎年度行うものとする。 

 

（業績評価項目） 

第３条 学長の業績評価は、次に掲げる評価項目を対象とする。 

(１) 学長候補者の時点で、京都府立大学学長選考会議（以下「選考会議」という。）

に提出した所信表明書等の達成状況 

(２) 年度計画の実施状況 

(３) その他選考会議が必要と認める評価項目 

 

（学長の自己評価） 

第４条 学長は、選考会議の求めに応じ、前条の評価項目に対して自己評価を行い、選考 

会議に提出しなければならない。 

 

（学長説明の聴取・質疑等） 

第５条 選考会議は、学長の自己評価内容について、原則として直接学長から意見を聴取

するものとする。なお、必要に応じ、京都府公立大学法人役員及び京都府立大学教職員

の意見を求める等の調査を行うことができる。 

 

（評価書の作成・公表） 

第６条 選考会議は、前２条に規定する書面、意見聴取、調査等に基づき、評価書を作成

の上、速やかに公表する。 

ただし、議長が正当な理由があると認めるときは、その一部又は全部を公開しないこ

とができる。 

 

（雑則） 

第７条 この規程に定めるもののほか，学長の業績評価の実施に関し必要な事項は，選考

会議が別に定める。 

 

附 則 

 この規程は，平成２８年１１月１８日から施行する。 


